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〇 GI制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要

因・環境の中で長年育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有

する産品の名称を、地域の知的財産として保護するもの。外国と

の相互保護や模倣品対策の充実により、海外においても保護。

〇 ビジネスにおいては、地域と結びついた産品の品質、製法、評

判、ものがたりといった潜在的な魅力や強みを見える化し、国によ

る登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引に

おける説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツール。

地理的表示（ＧＩ：Geographical Indication）保護制度とは

2



農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

地理的表示（ＧＩ︓Geographical Indication）保護制度の大枠

○ 我が国では「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（ＧＩ法）」（平成26年法律第84号）に
基づき、地理的表示（GI）を保護。

制度の大枠

① 地域ならではの要因と結び付いた特性を有する
産品について、生産地や特性とともに、農林水産
大臣が登録。
（登免税として9万円要。更新料は不要）

② 生産地や生産方法等の基準を満たす産品を
生産する生産者団体の構成員及びその産品を
販売等する者は、地理的表示及びGIマークを使
用できる。

※ 登録内容を満たす産品を生産する地域の生産者は、登録団
体への加入等により、地理的表示を使用可能。

③ 地理的表示の不正使用は行政が取締り。

。

○ 地域と結び付いた産品の品質、製法、評判
、ものがたりなどの魅力や強みが見える化。

○ 国による登録やGIマークと相まってブランド
を強化。

○ これらにより、取引における説明や証明、
需要者の信頼の獲得も容易に。

○ 需要者にとっても、商品開発が容易になる、
原料調達が安定する、SDGsへの貢献をア
ピールできるなどのメリット。

効 果

○ 登録産品のみが地理的表示とGIマークを
独占的に使用。

○ 国による取締により、訴訟の
負担なく模倣品が排除可能。
ブランド価値を守れる。
○ 海外との相互保護の取決め
のある国においても保護される
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農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

（参考）地理的表示保護制度と地域団体商標制度の違い

その他の主な相違点
農林水産物、飲食料品等（酒類等を除く） 対象 全ての商品・サービス

生産・加工業者を構成員に含む団体
法人格を有しない地域のブランド協議会等も可能 申請主体 事業協同組合等の特定の組合、商工会、商工会議所、Ｎ

ＰＯに限る

生産地特有の要因が特性と強く結び付いていること 主な要件 一定の需要者に認識されている必要（周知性）

地理的表示保護制度を持つ国との間で相互保護が
実現した際には、当該国においても保護される 海外での保護 各国に個別に登録を行う必要

○ どちらも産品の名称を保護するものであるが、根本的な考え方が異なる。産品を取り巻く
状況に応じ、いずれかの制度を選択し、又は両者を組み合わせて利用することが可能。

地理的表示保護制度 地域団体商標制度

産品
表示(indicate)

名称 地域
団体

所属

特性
結びつき

地域
地域と結びついた特性を有する

産品の名称を保護
地域団体が使用するものとして
周知となった名称を保護

名称
(地名+商品名等)

地域共有の財産として保護
産品の生産方法等の基準を登録
生産者団体の事後追加も可

地域団体の財産(権利)として保護
産品の基準等は任意（自由に設定・変更可能）

使用権を任意で設定可能

行政が取締り
不正表示（類似表示を含む）を行政が監視・取締り

（構成員の管理は登録団体が行う必要あり）

自己で権利行使
ブランド戦略等に応じて自己で監視・権利行使

損害賠償請求も可

地域ブランドなど
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〇地理的表示は、生産者団体が産品について登録を受け、構成員が使用。登録内容は明
細書に記載。

〇 登録を受けた生産者団体は、構成員が行う「生産」が、明細書に適合して行われるよう、必
要な指導・検査等を実施（生産行程管理業務）。

農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

〇 登録された地理的表示が
不正使用された場合には、
行政が取締り。
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１．明細書（団体毎の産品の基準）
２．生産行程管理業務規程

生
産
者
団
体

生産業者

生産業者

生産業者

組織
登録申請

産
品
の

登
録

農
林
水
産
大
臣

審査

※ 生産業者自身のみでは
登録申請不可
（団体を組織することが必要）

※ 法令、約款等に加入の自由を定める
ことが必要（正当な理由なく加入を拒ん
だり、困難な条件を付してはならない）。

※ 生産業者が加盟するブランド協議
会のような団体でも可。

※ 団体には、生産業者以外の者が加入
することも可。

※ 複数の団体を登録することも可。

〇 産品の登録に併せて、
• 産品の生産者団体
• 産品の名称
• 産品の区分
• 産品の生産の方法
等も登録される。
〇 これにより、その産品が満た
すべき基準も登録されるため、
産品の価値の見える化が図
られる。

添付書類

申請書
地域で話し合い、その産品が満たす
べき基準を作成。
① 名称（≒地理的表示）
② 生産地
③ 特性
④ 生産の方法
⑤ 生産地との結び付き
⑥ 生産実績等

農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

地理的表示法に基づく審査・登録手続①
① 申請者は、生産業者（産品が加工品の場合は、生産業者＝加工業者）の組織する団体
（＝生産者団体）である必要。
② 申請は、申請書と添付書類（明細書、生産行程管理業務規程等）により行う。
③ 審査の上、産品をその名称、生産の方法等とともに登録。
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○ 申請の受付後、申請内容について審査
〇 補正期間内に補正書の提出がない場合は却下（やむを得ない事情がある場合は除く。）
〇 それ以外の場合は、公示され、公示後３ヶ月間は誰でも意見提出が可能
〇 意見書提出期間終了後、学識経験者の意見聴取を経て、登録の可否を判断
〇 登録後、登録免許税（９万円）を納付

登録のフロー図

④ 学識経験者からの
意見聴取

申請団体に
意見書を送付

学識経験者に
意見書を提示

申請団体及び意
見書提出者に意
見聴取可能

必要に応じて
利害関係者から
意見聴取

①

申
請

②

申
請
の
事
実
の
公
示

③

登
録
申
請
の
公
示

⑥

登
録
内
容
の
公
示

３ヵ月

意
見
書
提
出
期
限

＜補正期間＞

申請の却下

⑤

登
録

⑤

登
録
の
拒
否

意見書提出

地理的表示法に基づく審査・登録手続②

農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 8
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農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

地理的表示保護制度活用支援窓口（ＧＩサポートデスク）

○地理的表示保護制度への申請の相談を受け付けています。
・電話︓0120-954-206
・問合せフォーム︓
https://fmric.or.jp/gidesk/contact.html

○登録申請の方法、相談会の開催等の情報を提供します。
・Webサイト（https://fmric.or.jp/gidesk/）

中央窓口︓（一社）食品需給研究センター
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農林水産省輸出・国際局／Export and International Affairs Bureau.  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

地理的表示保護制度についての問い合わせ先

農林水産省 輸出・国際局 知的財産課
03-3502-8111（内線︓4284）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html

担当部署 電話番号
北海道農政事務所生産経営産業部 事業支援課（北海道） 011-330-8810

東北農政局経営・事業支援部 輸出促進課（青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県）

022-221-6402

関東農政局経営・事業支援部 輸出促進課（茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県）

048-740-0032

北陸農政局経営・事業支援部 輸出促進課（新潟県、富山県、石川県、
福井県）

076-232-4233

東海農政局経営・事業支援部 輸出促進課（岐阜県、愛知県、三重県） 052-223-4619

近畿農政局経営・事業支援部輸出促進課（滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県）

075-414-9025

中国四国農政局経営・事業支援部輸出促進課（鳥取県、島根県、岡山
県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

086-224-4511
（内線︓2324）

九州農政局経営・事業支援部輸出促進課（福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

096-211-9111
（内線︓4544）

内閣府沖縄総合事務局農林水産部食料産業課（沖縄県） 098-866-1673
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ご清聴ありがとうございました
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